
防府市上下水道局発注工事等契約事務手続要綱

平成９年４月１日制定

（趣旨）

第１条 この要綱は、別に定めのあるものを除くほか、防府市上下水道局が発

注する工事等（防府市上下水道局発注工事等請負業者選定事務要綱第1条に

規定する「建設工事等」をいう。）の適正な施行を確保するための手続等に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（現場説明）

第２条 入札（一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。）又は地方

公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１４第１項の規

定により、随意契約による見積合せを行う前に実施する現場説明は、現場説

明書（別記様式）により行うものとする。

（随意契約）

第３条 随意契約による見積合せを行うときは、見積書を徴するものとし、そ

の結果については、見積執行調書を作成し、随意契約の相手方を防府市上下

水道事業管理者（以下「管理者」という。）に報告しなければならない。

（契約の保証）

第４条 工事等の契約を締結する場合において、契約保証金の納付を求める場

合の取扱いは、別記「契約の保証に関する取扱要領」によるものとする。

（契約保証金の免除）

第５条 防府市上下水道局会計規程（平成２６年上下水道局規程第１号）第１

２７条第３号に規定する管理者が別に定めるものとは、設計金額が１，０

００万円未満の工事請負契約とする。

（契約の締結）

第６条 工事等の契約を締結しようとするときは、支出負担行為書に次の各号

に掲げる書類を添付するものとする。

(１) 工事起工伺

(２) 入札執行調書又は見積執行調書

(３) 予定価格調書

(４) 入札書又は見積書



(５) 委任状

(６) 契約書又は請書

(７) 契約の保証に関する書類（契約の保証を求める場合に限る。）

（同一入札参加業者の下請の禁止）

第７条 下請業者（再下請以降の下請を含む。）には、同一入札参加業者（入

札を辞退した者を含む。）を使用することができないものとする。ただし、

下請負代金の額（複数の同一入札参加業者へ下請を発注する場合は、当該下

請負代金の合計。）が請負代金の額の３割を超えない場合は、この限りでは

ない。

（前払金・中間前払金）

第８条 防府市工事執行規則（昭和５２年防府市規則第４２号。以下「工事執

行規則」という。）第４２条第１項に規定する前金払の方法により支払う前

払金（以下、前払金という。）の額は、請負代金の額の４割以内とし、算出

した前払金の額に１０万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

２ 工事執行規則第４２条第２項に規定する前金払の方法により支払う前払金

（以下、中間前払金という。）の額は、請負代金の額の２割以内とし、算出

した中間前払金の額に１０万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

ただし、工事の内容の変更その他の理由により請負代金の額を減額した場合

は、前項の前払金と中間前払金を合計した金額が請負代金の額の６割を超え

ないものとする。

３ 前払金及び中間前払金を支払うことができる工事等は、請負代金の額が３

００万円以上の建設工事とする。ただし、中間前払金にあっては部分払の支

払いを受けたものを除く。

４ 工事執行規則第４２条第３項の規定による認定をしようとするときは、認

定請求書に工事履行報告書を添えて請負者に提出させるものとする。

５ 認定請求書の提出を受けたときは、工事執行規則第４２条第４項の規定に

より、遅滞なく、次の各号に掲げる要件（地方自治法施行規則（昭和２２年

内務省令第２９号）附則第３条第３項各号）に該当するかどうかの認定をし、

その結果を認定調書により当該請負者に通知するものとする。

(１) 工期の２分の１を経過していること。



(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされ

ている当該工事に係る作業が行われていること。

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分

の１以上の額に相当するものであること。

６ 債務負担行為又は継続費に係る契約においては、前項中「工期」とあるの

は「当該会計年度における工期」と、「既に行われた当該工事」とあるのは

「既に行われた当該会計年度の工事」と、前項及び第２項中「請負代金の額」

とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と、第３項中「部分払」

とあるのは「当該会計年度における部分払」と読み替えて、第２項から第５

項までの規定を準用するものとする。

（設計変更）

第９条 施工中の工事等において、設計変更をすることができる工事等は、現

に施工中の工事等と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則

として変更設計金額が当初設計金額の３割以内のものとする。

（工期）

第10条 年度内に完成する工事等については、原則として３月１５日をもって

工期の最終日とする。

   附 則

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成１０年５月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。

   附 則（一部改正）



この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２６年６月２６日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

   附 則（一部改正）

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。


